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総務課主査  田 村 陽 丞      総務課主任  竹 下   敦 
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……………………………………………………＊…………………………………………………… 

（午前１１時 開 議） 

○議長（岡田育三議員） 

皆様、本日は、年度末のお忙しい中御参集賜り、誠にありがとうございます。 

ただいまの出席議員は１２名であります。 

定足数に達しておりますので、これより、令和８年第１回広島中央環境衛生組合議会定例会

を開会いたします。 

直ちに、本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、あらかじめ、お手元に配布のとおりであります。 

この際、諸般の報告を行います。 

まず、去る２月１２日に東広島市議会におきまして、組合議員に選出された鈴木議員につき

ましては、仮に着席いただいておりますので御了承ください。 

次に、監査委員から例月出納検査の結果報告がありました。その写しを電子文書にて配布し

ておりますので、御覧いただきたいと思います。 

以上で諸般の報告を終わります。 

それではこれより、日程に入ります。 

……………………………………………………＊…………………………………………………… 

○議長（岡田育三議員）日程第１、「議席の指定」を行います。 

このたび、東広島市議会より選出されました議員の議席は、組合議会会議規則第４条第１項

の規定により、議長において、ただいまご着席されております、鈴木英士議員、１番を指定い

たします。 

……………………………………………………＊…………………………………………………… 

○議長（岡田育三議員）日程第２、「会議録署名議員の指名」を行います。 

本日の会議録署名議員は、議長において、５番高重洋介議員、６番水橋直行議員を指名いた

します。 

……………………………………………………＊…………………………………………………… 

○議長（岡田育三議員）日程第３、「会期の決定」の件を議題といたします。 

お諮りいたします。 

本定例会の会期は、本日一日限りとしたいと思います。 

これに、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」との声あり〕 

御異議なしと認めます。 

よって会期は、本日一日限りと決定いたしました。 

……………………………………………………＊…………………………………………………… 

○議長（岡田育三議員）お諮りします。 

この際、説明員として、本会議に管理者並びに委任を受けた者の出席を求めたいと思います。 

これに、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」との声あり〕 

御異議なしと認めます。よって、説明員の出席を求めます。 

暫時、休憩いたします。 
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午前１１時０３分 休  憩 

……………………………………………………＊…………………………………………………… 

午前１１時０４分 再  開 

○議長（岡田育三議員）再開いたします。 

それでは、管理者から招集に当たり挨拶がありますので、これを許します。 

◎管理者（髙垣德管理者）議長。 

○議長（岡田育三議員）髙垣管理者。 

◎管理者（髙垣德管理者）（登 壇） 

 令和８年第１回組合議会定例会の開会にあたりまして、一言ご挨拶申し上げます。 

 本日、令和８年第１回組合議会定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様方には年度末

で何かと御多用にも関わらず御参集を賜りまして、誠にありがとうございます。 

 合わせまして、東広島市議会から、新たに組合議員に選出された、鈴木議員におかれまして

は、本組合の事業の推進にお力添えを賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 また、この度、平井竹原市長が副管理者として、本組合行政の施策の推進に御尽力いただく

こととなりましたので、よろしくお願い申し上げます。 

 さて、本日の定例会に提出しております議案は、条例案が１件、補正予算案及び新年度予算

案でございます。 

 これらの案件につきましては、後ほど事務局から提案説明いたしますが、議員各位におかれ

ましては、何卒慎重に御審議の上、適切なる御決定を賜りますようお願い申し上げまして、開

会の御挨拶とさせていただきます。 

○議長（岡田育三議員）挨拶が終わりました。続きまして、平井副管理者から挨拶の申し出が

あり、これを許します。 

◎副管理者（平井明道副管理者）議長。 

○議長（岡田育三議員）平井副管理者。 

◎副管理者（平井明道副管理者）（登 壇） 

 議長からお許しをいただきましたので、一言御挨拶を申し上げます。 

 この度、広島中央環境衛生組合副管理者となりました竹原市長の平井でございます。 

 これから、副管理者として２市１町、約２２万人の住民生活を支える環境衛生行政の一端を

担っていくこととなったわけでございますが、本組合に課せられた使命であります、効率的で

安定的なごみ、し尿の処理のため、髙垣管理者、谷川副管理者と緊密に連携しながら、管内住

民の皆さまが、安心・安全で快適な暮らしが送られますよう、尽力してまいる所存でございま

す。おわりに、議員各位におかれましては、今後とも、本組合の事業の推進に対しまして、格

別なるお力添えを賜りますようお願い申し上げ、副管理者就任にあたっての御挨拶とさせてい

ただきます。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

○議長（岡田育三議員）以上で平井副管理者の挨拶が終わりました。 

……………………………………………………＊…………………………………………………… 

○議長（岡田育三議員）日程第４、議案第１号「広島中央環境衛生組合特別職の職員等の報酬、

費用弁償等に関する条例の一部改正について」の件を議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

◎事務局長（大歳雅司事務局長）議長、事務局長大歳。 
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○議長（岡田育三議員）大歳事務局長。 

◎事務局長（大歳雅司事務局長）（登 壇） 

ただ今議題となりました議案第１号「広島中央環境衛生組合特別職の職員等の報酬、費用弁

償等に関する条例の一部改正について」ご説明いたします。 

提出議案説明書の１ページをお願いいたします。 

本案は、例としている東広島市の職員の旅費に関する条例の一部改正に合わせて、組合特別

職の職員等の費用弁償等の改定を行おうとするものでございます。 

２改正の内容でございますが、費用弁償の計算、種目及び内容につきまして、(1)鉄道賃は、

ア特別急行料金の支給について、片道 100キロメートル以上の場合に限り支給することとして

いた距離制限を廃止し、イ公務のため特に必要とする運賃等に付随する費用を支給することと

するものでございます。 

次に(2)船賃及び(3)航空賃につきましては、公務のため特に必要とする運賃等に付随する費

用を支給することとするものでございます。 

次に(4)その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用として、

現行の定額により支給する車賃から実費により支給する内容に変更するものでございます。 

(5)宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用として、現行の定額により支給する宿泊料から宿泊

費基準額を上限として、実費により支給する内容に変更するものでございます。 

次に(6)包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用として、(1)

から(4)までの交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額を上限として、実費により

支給することとするものでございます。 

２ページをお願いいたします。(7)宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるため

の費用として、現行の定額により支給する日当から１夜当たりの定額により支給する内容に変

更するものでございます。 

３施行期日は、令和８年４月１日としております。 

議案第１号の説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（岡田育三議員）説明が終わりました。 

本案に対する質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

〔「なし」との声あり〕 

○議長（岡田育三議員）質疑を終結します。 

これより討論に入ります。 

まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」との声あり〕 

○議長（岡田育三議員）次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」との声あり〕 

○議長（岡田育三議員）これにて討論を終結します。 

これより採決いたします。 

議案第１号、「広島中央環境衛生組合特別職の職員等の報酬、費用弁償等に関する条例の一

部改正について」は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 
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○議長（岡田育三議員）起立全員であります。 

よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

……………………………………………………＊…………………………………………………… 

○議長（岡田育三議員）日程第５、議案第２号「令和７年度広島中央環境衛生組合一般会計補

正予算（第２号）」の件を議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

◎事務局長（大歳雅司事務局長）議長、事務局長大歳。 

○議長（岡田育三議員）大歳事務局長。 

◎事務局長（大歳雅司事務局長）（登 壇） 

ただ今議題となりました議案第２号「令和７年度広島中央環境衛生組合一般会計補正予算第

２号」について、ご説明申し上げます。 

令和７年度広島中央環境衛生組合補正予算書の１ページをお願いいたします。 

歳入歳出予算の補正につきましては、規定の予算から１億７０８万１千円を減額し、補正後

の総額を３３億５,０５６万４千円とするものでございます。 

２ページをお願いします。第１表歳入歳出予算補正の歳入でございますが、１款１項負担金

は、諸収入等の増額及び歳出予算の減額により、１億５,５４４万８千円減額し、補正後の額を

３２億６７８万５千円に、２款１項使用料は、多目的広場の利用見込み減により、５万６千円

減額し、補正後の額を１２３万５千円に、４款１項財産売払収入は、重機の売払い額の確定に

より１２１万９千円増額し、補正後の額を１４３万９千円に、６款１項雑入は、有価物売払い

の増が見込まれることから、４,７２０万４千円増額し、補正後の額を１億１,４４２万２千円

とするものでございます。 

次に、下段の表歳出でございます。１款１項議会費は、不用額を整理するもので、４０万６

千円減額し、補正後の額を１６３万円に、２款１項総務管理費は、派遣職員の人員減及び不用

額を整理するもので、１,７２１万６千円減額し、補正後の額を９,１３３万２千円に、２項監

査委員費は、不用額を整理するもので、９万３千円減額し、補正後の額を４５万１千円とする

ものでございます。 

３款１項清掃費は、諸事業に係る不用額を整理するもので、８,８４４万９千円減額し、補正

後の額を２１億６,２１１万８千円とするものでございます。 

４款１項公債費は、借入利子の確定により、１０１万円減額し、補正後の額を１０億９,４０

３万３千円にするものでございます。 

議案第２号の説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（岡田育三議員）説明が終わりました。 

本案に対する質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

〔「なし」との声あり〕 

○議長（岡田育三議員）質疑を終結します。 

これより討論に入ります。 

まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」との声あり〕 

○議長（岡田育三議員）次に、賛成討論の発言を許します。 
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〔「なし」との声あり〕 

○議長（岡田育三議員）これにて討論を終結します。 

これより採決いたします。 

議案第２号「令和７年度広島中央環境衛生組合一般会計補正予算（第２号）」は、原案のと

おり決することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（岡田育三議員）起立全員であります。 

よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

……………………………………………………＊…………………………………………………… 

○議長（岡田育三議員）日程第６、議案第３号「令和８年度広島中央環境衛生組合一般会計予

算」の件を議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

◎事務局長（大歳雅司事務局長）議長、事務局長大歳。 

○議長（岡田育三議員）大歳事務局長。 

◎事務局長（大歳雅司事務局長）（登 壇） 

ただ今議題となりました議案第３号「令和８年度広島中央環境衛生組合一般会計予算」につ

いて、ご説明申し上げます。 

令和８年度広島中央環境衛生組合予算書の１ページをお願いいたします。第１条歳入歳出予

算でございますが、予算の総額を歳入歳出それぞれ３７億４,６７０万９千円とし、第２条債務

負担行為について第２表のとおり定めるものでございます。 

２ページの第１表をお願いいたします。歳入歳出予算につきましては、後ほど予算に関する

説明書にて、ご説明いたします。 

４ページの第２表をお願いいたします。６件の債務負担行為を設定しております。 

続きまして、令和８年度予算に関する説明書の３ページをお願いいたします。２歳入でござ

います。１款１項負担金は、１目から５目まで、負担金条例に定めた割合に基づいて構成市町

に負担いただいているもので、構成市町別の負担額は右側の説明欄のとおりでございます。 

５ページをお願いします。下の表２款１項１目衛生使用料は、各施設の使用料でございます。 

６ページをお願いします。中程の表３款１項１目物品売払収入は、重機の売却収入でござい

ます。 

７ページをお願いいたします。５款１項１目雑入は、有価物売払収入が主なものでございま

す。 

８ページをお願いします。３歳出でございます。１款１項１目議会費は、議員１２人の報酬

及び議会活動に要する経費でございます。 

次に９ページをお願いします。２款１項１目一般管理費は、職員給与、総務一般事務の２事

業を計上しており、各種システムの運用に要する費用や、その他の事務経費でございます。下

の表２款２項１目監査委員費は、監査委員３人の報酬及び費用弁償など、監査活動に要する経

費でございます。 

１１ページをお願いします。３款１項１目賀茂環境センター費は、職員給与のほか、不燃ご

み処理施設維持管理事業、最終処分場維持管理事業、ペットボトル等処理施設維持管理事業に

係る予算を計上しております。 



- 7 - 

２目安芸津クリーンセンター費及び１２ページをお願いします。３目竹原安芸津環境センタ

ー費は、いずれも廃止した施設の管理経費を計上しております。４目竹原安芸津最終処分場費

は、職員給与のほか、浸出水処理施設及び埋立地の管理に係る予算と竹原市不燃ごみ等処理事

業に係る予算を計上しております。５目竹原クリーンセンター費は、廃止した施設の管理経費

を計上しております。６目大崎上島環境センター費は、職員給与のほか、大崎上島町内から搬

入される可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、有害ごみ等の適正処理に要する予算を計上しており

ます。 

１３ページをお願いします。７目大崎上島クリーンセンター費は、し尿処理施設維持管理事

業に係る予算を計上しております。８目広島中央エコパーク建設費は、周辺地域振興事業に係

る予算を計上しております。９目広島中央エコパーク管理運営費は、職員給与のほか、高効率

ごみ発電施設管理運営事業、汚泥再生処理センター管理運営事業、広島中央エコパーク管理運

営事業、賀茂環境衛生センター費の廃止により移行した多目的広場の運営経費などの周辺地域

振興事業に係る予算を計上しております。 

１５ページをお願いします。４款１項１目元金は、長期借入金元金償還金で、広島中央エコ

パーク建設費などに係る償還でございます。２目利子は、長期借入金利子でございます。 

１６ページをお願いします。５款１項１目予備費は、例年と同額を計上しております。 

議案第３号の説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（岡田育三議員）説明が終わりました。 

本案に対する質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

〔「なし」との声あり〕 

○議長（岡田育三議員）質疑を終結します。 

これより討論に入ります。 

まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」との声あり〕 

○議長（岡田育三議員）次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」との声あり〕 

○議長（岡田育三議員）これにて討論を終結します。 

これより採決いたします。 

議案第３号「令和８年度広島中央環境衛生組合一般会計予算」は、原案のとおり決すること

に賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（岡田育三議員）起立全員であります。 

よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

……………………………………………………＊…………………………………………………… 

○議長（岡田育三議員）日程第７、「議員派遣について」を議題といたします。 

 お諮りいたします。議員派遣については、広島中央環境衛生組合議会会議規則第９８条の規

定により、お手元に配付しておりますとおり、決定いたしたいと思います。これに御異議あり

ませんか。 

〔「なし」との声あり〕 
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御異議なしと認めます。 

よって、「議員派遣について」は、別紙のとおり決定いたしました。 

なお、緊急を要する場合は、議長において議員の派遣を決定いたしますので、御了承願いま

す。 

……………………………………………………＊…………………………………………………… 

○議長（岡田育三議員）以上をもって、本定例会に付議されました案件の審議は全部終了いた

しました。よって、これにて閉会をしたいと思います。 

この際、髙垣管理者から、閉会に当たり挨拶がありますので、これを許します。 

◎管理者（髙垣德管理者）議長。 

○議長（岡田育三議員）髙垣管理者。 

◎管理者（髙垣德管理者）（登 壇） 

 令和８年第１回広島中央環境衛生組合議会定例会の閉会にあたりまして、一言御挨拶を申し

上げます。 

 議員の皆様方には、提案いたしました議案につきまして、慎重な御審議と、適切なる御議決

を賜りましたことに、心より厚く御礼申し上げます。 

 皆様のお力をお借りしながら、今後も、より効果的な事業推進に全力を傾注してまいりたい

と考えておりますので、一層の御理解と御支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 最後に、議員の皆様方におかれましては、寒暖の差が激しい時節柄くれぐれも御自愛いただ

きますよう、お祈り申し上げまして、閉会に当たっての御挨拶とさせていただきます。 

 本日は、誠にありがとうございました。 

○議長（岡田育三議員）挨拶が終わりました。 

それでは、これにて、令和８年第１回広島中央環境衛生組合議会定例会を閉会いたします。 

（午前１１時２６分 閉 会） 

……………………………………………………＊…………………………………………………… 
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以上のとおり会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、地方自治法第２９２

条において準用する同法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 

 

 

広島中央環境衛生組合議会議長       岡田 育三  

 

 

会 議 録 署 名 議 員       高重 洋介  

 

 

会 議 録 署 名 議 員       水橋 直行  


